
【富山市国民健康保険 服薬情報のお知らせ】 
    

富山市福祉保健部保険年金課 

 

 

医療機関関係者の皆様へ 

いつも市政に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この通知は、複数の医療機関から薬を処方され、6種類以上服薬されている富山市国民健

康保険の被保険者に送付しています。 

日常業務でお忙しいところ恐縮ですが、被保険者がこの通知をお持ちになられましたら、

適切な服薬につながるよう、管理・指導くださいますようお願いします。 

 

通知を受け取られた被保険者様へ 

この通知書は、令和５年１１月から令和６年２月までの４か月間に処方されていた薬の情

報を記載しています。 

医療機関等では処方薬について適切な管理がなされていますが、複数の医療機関を受診さ

れ、それそれに薬を処方されている場合、同じ成分の薬が重複することや、一緒に服用する

と副作用を起こすことがあります。 

気になることがありましたら、おくすり手帳をお持ちになり、かかりつけの医師や薬剤師

に相談しましょう。 

 

 

【医薬品の差額について】 

令和６年１０月から、後発医薬品（ジェネリック医薬品）が存在するものについて、患者

の希望により先発医薬品を服薬するときは、その差額の 1/4 を患者が負担する仕組みが導

入されます。※一部対象外のものもあります 

この機会に、薬の情報を確認してみましょう。 

 

 

【本通知に関するお問い合わせ】 

フリーダイヤル 0120-512-909 10：00～17：00 土・日・祝日・年末年始除く 



受診された医療機関とお薬を処方した薬局を記載しています。
お薬が医療機関から処方された場合は、薬局欄に「院内処方」が記載されます。
また、医療機関で投与されたお薬がある場合は、薬局欄に「院内投与」が記載
されます。

５医療機関まではA～Eでグループ分けされます。
6医療機関以上ある場合は、5医療機関以降にその他が記載されます。

28明細まで記載されます。
29明細以降は非表示になります。

6医療機関以上ある場合は、5医療機関以降を
その他としてまとめます。

明細は28明細までしか記載されませんが、
処方された全てのお薬の合計が記載されます。

成分が同一または類似のお薬のグループは
８明細まで記載されます。

お薬の組み合わせのグループは6明細まで記載されます。

受診された医療機関別の
合計が記載されます。

① 効能の
グループが
多い順

② 調剤日
の降順

③医薬品
コード順

「服薬情報のお知らせ」の見方
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